
葛巻町教育委員会 

令和８年２月定例会 会議録 
 

１ 日  時  

 令和８年２月 26日（木） 開会 午後２時 00分 ／ 閉会 午後２時 30分 

２ 場  所  

複合庁舎くずま～る ３ＤＥ会議室 

３ 出席委員  

 教育長      石 角 則 行 

 教育長職務代理者 村 木 佳 子 

 委 員      土 谷 美保子 

委 員      志 田 一 将 

 委 員      中六角 保 広 以上５名 

４ 説明等のため出席した職員  

 教育次長兼こども教育課長 触 沢   誉 

 まなび交流課長兼公民館長 大川原 洋 一 

５ 会議次第  

日程第１ 会期決定の件 

日程第２ 教育長行政報告 

日程第３ 議案第１号  教育機関の長の人事異動の内申に関し議決を求めることにつ

いて 

日程第４ 議案第２号  教育委員会事務局の課長の人事に関し議決を求めることにつ

いて 

日程第５ 議案第３号  令和８年度葛巻町教育委員会教育行政方針に関し議決を求め

ることついて 

６ 内  容  

（1）日程第１ 会期決定の件  

１日間とする。 

（2）日程第２ 教育長行政報告  

【保育園・学校教育関係】 

１ 標準学力調査結果から「確かな学力を」 

２ 岩手県教育長会議 

３ 人事異動調整会議 

４ 卒業式・卒園式の予定 

５ 葛巻高校の志願状況 

【質疑応答】 

・無 



（3）日程第３ 議案第１号  教育機関の長の人事異動の内申に関し議決を求めることに

ついて 

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31 年法律第 162 号）第 38 条第２項

の規定に基づき、学校長の人事異動について、岩手県教育委員会に内申するもの。質疑及

び異議等無く可決。 

 

（3）日程第４ 議案第２号  教育委員会事務局の課長の人事に関し議決を求めることに

ついて 

  教育委員会事務局の課長の人事について議決を求めるもの。質疑及び異議等無く可決。 

 

（3）日程第５ 議案第３号  令和８年度葛巻町教育委員会教育行政方針に関し議決を求

めることついて 

令和８年度葛巻町教育委員会の教育行政方針を定めようとするもの。下記質疑応答が

あり異議無く可決。 

【質疑応答】 

（村木職務代理者）こども誰でも通園制度の円滑な進め方とは。 

（教育次長）３月中に規程を整備し対応する予定としている。 

（村木職務代理者）突然の受け入れに対応しなければならないか。 

（教育次長）一時保育とは違い、面談実施後に定員を超えない範囲で受け入れる体制となる。

月 10時間を限度として受け入れることとなっている。 

 

 以上、その他事件等なく閉会した。 

 

 


